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令和４年３月市議会定例会追加議案要旨

議案第３０ 号 令和３年度白河市一般会計補正予算（第１１号）

(1) 歳入歳出予算の補正

歳入歳出補正総額は１，６４２，１８７千円増額となり、歳入歳出予算総額

は３６，４７５，０１６千円となりました。

款別補正の内訳は、次のとおりであります。

歳入については、市税３２７，１５０千円、地方交付税５０７，４４９千円、

県支出金１，１５３，６７１千円、財産収入４，７９７千円、寄附金１３，

１１７千円、諸収入２９，９３３千円をそれぞれ増額補正し、分担金及び負担

金４０３千円、使用料及び手数料２，６１５千円、国庫支出金１５，１６２千

円、繰入金２７，３５０千円、市債３４８，４００千円をそれぞれ減額補正す

るものであります。

歳出については、総務費９７９，３２５千円、農林水産業費１，２６９，

３４５千円、商工費３，６６４千円をそれぞれ増額補正し、議会費５，４７７

千円、民生費１７４，１９１千円、衛生費１４９，８３１千円、労働費１０千

円、土木費１７５，９３１千円、消防費２，７３４千円、教育費１２，０２３

千円、災害復旧費１７２千円、公債費８９，７７８千円をそれぞれ減額補正す

るものであります。

歳出補正の主なものは、次のとおりであります。

総務職員給与関係費 ６，７２７千円

財政調整基金積立金 ２７６，３１５千円

減債基金積立金 ７９９，９７２千円

産地生産基盤パワーアップ事業 １，３５９，５６０千円

（仮称）物産交流センター整備事業 １４，０００千円

(2) 継続費の補正

事業の変更に伴い、継続費を変更するものであります。

(3) 繰越明許費の補正

事業の進捗に伴い、繰越明許費の追加及び金額の変更をするものでありま

す。

(4) 地方債の補正

事業の変更に伴い、地方債の限度額の変更をするものであります。

議案第３１ 号 令和３年度白河市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

歳入歳出補正総額は３，７０２千円減額となり、歳入歳出予算総額は５，

６７７，９６６千円となりました。
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款別補正の歳入については、国庫支出金７０８千円、繰入金４，３８２千円

をそれぞれ増額補正し、県支出金８，７９２千円を減額補正するものでありま

す。

歳出については、諸支出金４８１千円を増額補正し、総務費１，２０７千円、

保健事業費２，９７６千円をそれぞれ減額補正するものであります。

議案第３２ 号 令和３年度白河市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

歳入歳出補正総額は１６，２１１千円減額となり、歳入歳出予算総額は６６１，

３７５千円となりました。

款別補正の歳入については、諸収入１０千円を増額補正し、後期高齢者医療

保険料１１，５６４千円、繰入金４，６５７千円をそれぞれ減額補正するもの

であります。

歳出については、総務費１０２千円、後期高齢者医療広域連合納付金１６，

０５２千円、諸支出金５７千円をそれぞれ減額補正するものであります。

議案第３３ 号 令和３年度白河市介護保険特別会計補正予算（第３号）

歳入歳出補正総額は９６，５１３千円減額となり、歳入歳出予算総額は６，

００３，８１１千円となりました。

款別補正の歳入については、国庫支出金１９，４１３千円を増額補正し、支

払基金交付金６６，３４１千円、県支出金２２，２４９千円、繰入金２７，

３３６千円をそれぞれ減額補正するものであります。

歳出については、総務費２，５５５千円、保険給付費８３，９００千円、地

域支援事業費１０，０５８千円をそれぞれ減額補正するものであります。

議案第３４ 号 令和３年度白河市地方卸売市場特別会計補正予算（第１号）

歳入歳出補正総額は１，０００千円減額となり、歳入歳出予算総額は１７，

６１７千円となりました。

款別補正の歳入については、繰入金１，０００千円を減額補正するものであり

ます。

歳出については、卸売市場費１，０００千円を減額補正するものであります。

議案第３５ 号 令和３年度白河市水道事業会計補正予算（第２号）

(1) 業務の予定量の補正

主な建設事業の概要、改良費を６９２，９７６千円に改めるものであります。

(2) 収益的収入の補正

営業外収益７１３千円を増額補正し、その総額として水道事業収益１，２７９，

８９４千円を予定するものであります。

(3) 収益的支出の補正

営業費用５３４千円を減額補正し、その総額として水道事業費用１，２１８，
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２８３千円を予定するものであります。

(4) 資本的支出の補正

建設改良費３３６千円を減額補正し、その総額として資本的支出９８３，５９６

千円を予定するものであります。

(5) 議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正

予算に定めた職員給与費を１０９，９２９千円に改めるものであります。

(6) 他会計からの補助金の補正

予算に定めた一般会計からの補助金を４４，１９０千円、下水道事業会計から

の補助金を５，８９１千円にそれぞれ改めるものであります。

議案第３６ 号 令和３年度白河市下水道事業会計補正予算（第２号）

(1) 収益的収入の補正

営業外収益９３５千円を減額補正し、その総額として下水道事業収益２，３４１，

４９８千円を予定するものであります。

(2) 収益的支出の補正

営業費用９３５千円を減額補正し、その総額として下水道事業費用２，３４０，

５１５千円を予定するものであります。

(3) 資本的収入の補正

他会計補助金３６３千円を減額補正し、その総額として資本的収入１，７０８，

３７１千円を予定するものであります。

(4) 資本的支出の補正

建設改良費３６３千円を減額補正し、その総額として資本的支出１，９４４，

６９８千円を予定するものであります。

(5) 議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正

予算に定めた職員給与費を８４，３９０千円に改めるものであります。

(6) 他会計からの補助金の補正

予算に定めた一般会計からの補助金を１，３８１，８６１円に改めるものであ

ります。


